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三
月
三
十
日
、
高
島
公
民
館
で

「
中
国
帰
国
者
の
尊
厳
を
回
復
す

る
岡
山
の
会
」
の
二
〇
一
三
年
の
総

会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。 

参
加
者
は
、
孤
児
が
六
人
、
配

偶
者
一
人
、
弁
護
士
一
人
、
新
聞

記
者
一
人
、
支
援
者
七
人
、
通
訳

一
人
の
計
十
七
人
で
す
。 

則
武
弁
護
士
か
ら
、
弁
護
団
・原

告
代
表
と
厚
労
省
及
び
与
党
Ｐ
Ｔ

（
自
民
党
の
野
田
、
中
谷
と
公
明
党

の
漆
原
）
と
の
面
談
に
つ
い
て
次
の
よ

う
な
報
告
が
あ
っ
た
。 

一
、
厚
労
省
は
「
現
行
法
は
あ
く

ま
で
も
中
国
残
留
邦
人
を
対
象
と

し
て
い
る
の
で･････

大
き
な
思
想
の

転
換
が
必
要
」
と
の
見
解
。
し
か

し
、
み
な
さ
ん
の
要
望
も
よ
く
わ
か

る
と
、
か
な
り
真
剣
に
検
討
し
て
い

る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。 

二
、
与
党
Ｐ
Ｔ
も
何
と
か
実
現
さ

せ
た
い
「
金
額
は
大
き
な
も
の
で
は

な
い
。
何
と
か
理
屈
を
つ
け
て
や
り

た
い
」
と
努
力
す
る
こ
と
を
約
束
し

て
く
れ
た
。 

弁
護
士
は
「今
の
情
勢
を
逃
が
さ

ず
、
岡
山
で
も
地
元
選
出
の
国
会

議
員
へ
の
要
請
諸
行
動
や
署
名
を

強
化
し
よ
う
」
と
話
し
「
私
も
手
弁

 

４
月
第
１
週
か
ら
中
国
語
講
座

第
２３
期
が
始
ま
り
ま
し
た
。
こ
れ

か
ら
随
時
ク
ラ
ス
紹
介
を
掲
載
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

ま
ず
最
初
が
月
曜
日
の
夜
に
始

ま
っ
た
上
級
ク
ラ
ス
で
す
。 

以
前
の
ク
ラ
ス
は
大
元
公
民
館
で

行
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
新
し
い
受

講
生
を
迎
え
る
た
め
に
、
場
所
を

移
動
し
て
京
山
公
民
館
で
行
わ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

当
日
訪
問
し
た
時
の
写
真
が
こ

れ
で
す
。
講
師
は
李
紫
娟
老
師
、
当

日
参
加
し
て
い
た
方
々
は
４
人
で
し

た
。
ど
の
よ
う
な
授
業
に
な
っ
て
い

く
の
か
は
、
受
講
生
の
谷
川
さ
ん
に

 

次
は
土
曜
日
に
新
し
く
始
ま
っ
た

初
級
（入
門
）
ク
ラ
ス
の
紹
介
で
す
。 

 

こ
の
ク
ラ
ス
に
は
、
ほ
ぼ
１０
年
ぶ

り
に
勉
強
を
再
開
し
た
私
も
参
加

し
て
い
ま
す
。 

土
曜
日
の
午
後
２
時
か
ら
４
時

ま
で
と
い
う
、
ゆ
る
い
時
間
で
開
催

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
久
し
ぶ
り
の

中
国
語
講
座
に
目
が
点
に
な
り
ま

し
た
。 

 

講
師
は
郭
始
光
老
師
（
男
性
）
で

す
。
当
日
参
加
し
た
受
講
生
は
５

人
で
し
た
。
ま
た
、
当
日
出
席
が
で

き
な
い
と
の
連
絡
が
１
人
あ
り
ま
し

た
の
で
、
６
人
の
受
講
生
と
な
り
そ

う
で
す
。 

 

本
当
に
初
め
て
の
方
が
い
ら
っ
し

ゃ
い
ま
し
た
の
で
、
ピ
ン
イ
ン
か
ら
始

め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す

が
、
ａ
、o

、
ｅ
、
ｉ
、ü

、
ｕ
と
韻
母
の

発
音
か
ら
、
頭
と
口
が
点
々
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
少
し
は
で
き
る

と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
１０
年
は

長
い
と
今
さ
ら
な
が
ら
思
い
知
り

ま
し
た
。 

 

ま
だ
教
科
書
を
決
め
て
い
な
く

て
、
当
日
老
師
が
白
板
を
使
い
、
奥

様
の
陳
夏
さ
ん
の
助
け
を
借
り
な

が
ら
韻
母
、
声
母
を
書
き
出
し
な

が
ら
授
業
を
進
め
て
く
だ
さ
い
ま
し

た
。 

 

発
音
に
必
死
で
、
写
真
を
撮
る
の

を
す
っ
か
り
忘
れ
て
い
ま
し
た
。
次

回
写
真
を
撮
っ
て
紹
介
し
ま
す
。  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

真
田
紀
子 

 

ん
で
い
る
。
孤
児
が
来

日
す
る
と
き
に
配
偶

者
は
家
族
を
壊
さ
な

い
た
め
に
日
本
に
一

緒
に
来
た
。
配
偶
者

が
一
緒
に
来
て
く
れ

な
け
れ
ば
家
族
は
崩

壊
し
て
い
た
。 

 

孤
児
が
死
ん
だ
ら

配
偶
者
に
手
当
て
が

な
い
の
は
余
り
に
不
当

だ
」
と
配
偶
者
も
孤

児
と
同
じ
よ
う
に
苦

し
ん
で
き
た
と
訴
え

た
。 

最
後
に
、
四
月
十
六

日
の
「
第
一
次
院
内

集
会
」に
岡
山
県
か
ら

二
人
の
代
表
を
送
る

こ
と
を
決
め
て
終
わ
っ

た
。 

譲
る
こ
と
に
し
て
、
今
回
は
写
真
だ

け
の
紹
介
と
し
ま
す
。 

 

当
で
が
ん
ば
る
」
と
決
意
を
述
べ

た
。 

配
偶
者
も
孤
児
と
お
な
じ
だ 

孤
児
か
ら
は
「
孤
児
は
配
偶
者

と
二
人
で
生
き
て
き
た
、
戦
争
に
よ

る
被
害
は
等
し
く
配
偶
者
に
も
及

中
国
「
残
留
孤
児
」
配
偶
者
問
題
解
決
へ 

─

四
月
十
六
日
の
院
内
集
会
に
岡
山
か
ら
代
表
派
遣─

 

報告する則武弁護士 

太極拳のみなさま 
 

ごぶさたしています。 

両親の介護や、孫守りそして時々の仕事で

太極拳に行けない日が続いています。 

４月からは無職になりますが千葉にいる孫が

１年生になるため学校や学童保育に慣れる

まで見守ってやろうと思っています。〔時々ジ

パングクラブで千葉まで行ってます〕夏休み

ごろまでにはめどをつけて太極拳にも参加し

たいです。よろしくおねがいします。できたら

職さがしもしたいと思います。 

 

2013,3,15 小坂信代 

中
国
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次
回
の
新
聞
発
送
作
業
は 

４
月
２２
（月
）午
後
１
時
半
～ 

民
主
会
館
２
階
で
行
い
ま
す
。 

前
回
お
手
伝
い
く
だ
さ
っ
た
方
で
す
。 

  

稲葉 

小林 

竹内和 

竹内袈 

坪井 

西森 

守
る
よ
う
監
視
す
る
義
務
も
あ
り

ま
す
。 

と
こ
ろ
で
自
民
党
改
正
案

で
は 

 

第
１
０
２
条
「
全
て
国
民
は
、
こ
の

憲
法
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」 ２

、
「
国
会
議
員
、
国
務
大
臣
、

裁
判
官
そ
の
他
の
公
務
員
は
、
こ
の

憲
法
を
擁
護
す
る
義
務
を
負
う
」  

１
項
に
そ
れ
ま
で
な
か
っ
た
「
国
民
」

が
は
い
り 

２
項
で
は
「天
皇
又
は
摂

政
」
が
抜
け
て
い
ま
す
。
現
憲
法
と

は
ま
っ
た
く
異
な
る
構
造
に
改 

 

変
さ
れ
ま
し
た
。  

 

ふ
」
と
あ
り
、
国
民
は
入
っ
て
い
ま
せ

ん
。
な
ぜ?  

憲
法
前
文
で
「
日
本
国

民
は････

こ
こ
に
主
権
が
国
民
に
存

在
す
る
こ
と
を
宣
言
し
、
こ
の
憲
法

を
制
定
す
る
」
と
あ
り
ま
す
。
憲
法

は
主
権
者
た
る
国
民
が
統
治
者
に

課
し
た
法
規
範
で
あ
り
、
統
治
者

に
憲
法
を
守
る
こ
と
を
命
じ
ま
す
。  

も
ち
ろ
ん
国
民
も
憲
法
を
尊
重

し
、
規
制
の
範
囲
内
で
行
う
統
治

者
の
権
力
に
服
す
る
こ
と
を
受
諾

し
ま
す
。
ま
た
統
治
者
が
憲
法
を

自
民
党
改
正
草
案
の
基
本
的
な

枠
組
み
の
中
で
最
大
の
問
題
は
、
一

部
条
文
の
手
直
し
だ
け
で
な
く
憲

法
の
基
本
的
な
枠
組
み
を
根
本
的

に
変
え
る
こ
と
に
あ
り
、
日
本
国
憲

法
そ
の
も
の
を
破
壊
す
る
点
に
あ

り
ま
す
。
そ
れ
を
明
確
に
し
た
の
が

９９
条
の
改
悪
で
す
。 

憲
法
９９
条
「
天
皇
又
は
摂
政
及

び
国
務
大
臣
、
国
会
議
員
、
裁
判

官
そ
の
他
の
公
務
員
は
、
こ
の
憲
法

を
尊
重
し
擁
護
す
る
義
務
を
負

暴
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
文
章
は
事
前
に
先
生
に
チ
ェ

ッ
ク
し
て
い
た
だ
い
た
う
え
、
周
囲
へ

配
布
す
る
こ
と
に
ご
了
解
を
戴
い
て

い
ま
す
。 

学
習
会
の
資
料
な
り
、
ニ
ュ
ー
ス
へ

の
転
写
な
り
、
存
分
に
活
用
し
て
い

た
だ
け
れ
ば
幸
甚
で
す
。 

「
岡
山
県
九
条
の
会
」
と
し
て
、

憲
法
改
悪
阻
止
に
向
け
、
そ
の
先

頭
に
立
っ
て
奮
闘
す
る
決
意
で
す
。

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

石
井 

淳
平 

さ
る
３
月
15
日
、
「科
学
者
九
条

の
会
・
岡
山
」
が
岡
山
大
学
で
開
催

し
た
「
創
立
７
周
年
記
念
講
演
会
」

で
、
岡
山
大
学
名
誉
教
授
小
畑
隆

資
先
生
が
お
話
し
た
も
の
を
、
講
演

の
レ
ジ
ュ
メ
に
沿
っ
て
私
な
り
に
ま
と

め
た
も
の
で
す
。 

昨
年
４
月
に
ま
と
め
た
「
自
民
党

憲
法
改
正
草
案
」
な
る
も
の
が
い
か

に
危
険
極
ま
り
な
い
も
の
か
、
わ
か

り
や
す
く
解
説
さ
れ
た
も
の
で
す
。 

参
院
選
を
目
前
に
絶
対
的
な
過

半
数
を
め
ざ
し
て
、
そ
れ
ま
で
は
お

と
な
し
く
、
刺
激
的
な
発
言
を
お

さ
え
な
が
ら
も
、
随
所
に
強
気
な
、

し
か
も
着
実
に
改
憲
へ
む
け
た
布
石

を
並
べ
て
い
る
安
倍
内
閣
の
真
相
を

及
び
司
法
の
三
権
分
立
に
基
づ
い
て

統
治
さ
れ
る
」が
続
き
ま
す
。 

 

「
天
皇
を
戴
く
国
家
」
で
、
し
か

も
そ
の
天
皇
は
憲
法
擁
護
義
務
を

解
除
さ
れ
た
「
元
首
」
、
そ
れ
が
「
国

民
主
権
の
下
」
「
三
権
分
立
に
基
づ

い
て
統
治
さ
れ
る
」
と
な
り
ま
す
。

ど
う
読
ん
で
も
理
解
で
き
ま
せ
ん
。 

自
民
党
の
国
家
概
念
の
出
発
点

は
「
個
人
」
で
な
く
「
人
」
に
な
っ
て
い

ま
す
。 

憲
法
１３
条
「
す
べ
て
国
民
は
個

人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
」
の
「
個
人
」

を
、
自
民
党
草
案
１３
条
の
同
文
中

で
は
単
な
る
「
人
」
と
変
え
ら
れ
て 

い
ま
す
。
そ
れ
は
憲
法
の
「
国
民
主

権
」
の
論
理
構
造
と
し
て
以
下
の
各

条
に
「
個
人
」
の
あ
り
よ
う
が
明
確

に
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
し
ょ
う
。 

１１
条
「
基
本
的
人
権
」
、
１３
条

「
個
人
の
尊
重
・
幸
福
追
求
の
権

利
」
、
９７

条
「
基
本
的
人
権
の
本

質
」。 

─
─
─

 

〇 
─
─
─

 

四
，
五
は
次
号
に
掲
載
し
ま
す
。 

ニホン人は、なぜ、ニホン語を 

おしえることができるのか？ 44  

竹内和夫 

 

 

ニホン語を漢字で？ 

 

C：漢字という文字とニホン語という言語とのあいだにあ

る矛盾に早く気がついた人がいます。『古事記』の序文

を書いたオオノヤスマロ（太安万侶723年没）です。い

わく「上古の時、言意並びに朴にして、文を敷き句を

構ふること、字におきてすなはち難し。已に訓により

て述べたるは、詞心に逮ばず、全く音をもちて連ねた

るは、事の趣更に長し。」と 

A：1300年も前のニホン漢文だ。要するにどういうこと？ 

C：「漢字でニホン語の文章を書きあらわすことはむずかし

い。漢字の訓だけで書き表したものは、ニホン語よみ

と漢字の元の意味があわないし（アメツチノヒラケシ

トキ天地開闢）漢字の音だけで書き表したものは、長

たらしくなる（日下を玖沙訶クサカと書く）」と言いた

いらしい。岩波文庫『古事記』を見よ。 

B：ここから当然、カタカナやひらがなが生まれるわけね。

宇→ウ・う、阿→ア、安→あ･････ニホン人は文字を発

明しなかったが、漢字の形を変えて音だけを表す記号

を作り出した。            つづく 

小
畑
隆
資
先
生
の
講
演
内
容
の
ま
と
め 

自
民
党
の
国
防
国
家
構
想 

―
「日
本
国
憲
法
改
正
草
案
」
（
２
０
１
２
．
４
．
２７
）の
検
討
― 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
大
学
名
誉
教
授 

小
畑 

隆
資 

一
、
日
本
国
憲
法
99
条
―
憲
法
尊
重
擁
護
の
義
務 

 

二
、
「
天
皇
を
戴
く
国
家
」
―
日
本
国
の
第
一
規
定 

「
自
民
党
改
正
草
案
」
前
文
で

は
、
憲
法
前
文
の
崇
高
な
理
念
を

切
り
捨
て
「
日
本
国
は
、
長
い
歴
史

と
固
有
の
文
化
を
持
ち
、
国
民
統

合
の
象
徴
で
あ
る
天
皇
を
戴
く
国

家
」
と
し
て
ひ
と
く
く
り
に
以
下
の

条
文
規
定
と
あ
わ
せ
、
自
民
党
草

案
の
憲
法
＝
国
家
構
想
の
重
要
な

規
定
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

第
１
条
「
天
皇
は
、
日
本
国
の
元

首
で
あ
り
」と
規
定
。 

 

第
３
条
「
国
旗
は
日
章
旗
と
し
、

国
歌
は
君
が
代
と
す
る
」  

２
、
「
日
本
国
民
は
、
国
旗
及
び
国

歌
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」 

 

自
民
党
草
案
の
根
本
的
性
格
で
、

憲
法
改
正
と
い
う
も
の
で
な
く
「
憲

法
破
壊
」の
構
想
と
い
え
ま
す
。 

 

「
憲
法
は
破
棄
」
も
含
め
た
言
説

が
、
安
倍
政
権
や
日
本
維
新
の
会

な
ど
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
て
い
ま

す
。 

三
、
国
民(
・
・
・
・
主
権(

・
・
・
・)

」 
―
―
「
日
本
国
」
の
第
二
規
定 

 

前
文
「
天
皇
を
戴
く
国
家
」
の
あ

と
「
国
民
主
権
の
下
、
立
法
、
行
政


